
新
た
に
、確
認
が
必
要
と
な
る
取
引
や

確
認
事
項
が
追
加
さ
れ
ま
す
。

警
察
庁
 金
融
庁
 総
務
省
 法
務
省
 財
務
省
 厚
生
労
働
省

農
林
水
産
省
 経
済
産
業
省
 国
土
交
通
省

犯
罪
収
益
移
転
防
止
法

平
成
25
年
4月
1日
施
行

改 正

特
定
事
業
者
が
、

新
た
に
追
加
さ
れ
ま
す！

取
引
時
の

確
認
事
項
が

増
え
ま
す！

リ
ス
ク
の
高
い

取
引
で
の

2
0
0
万
円
を
超
え
る

財
産
の
移
転
時
は
、

資
産
や
収
入
の

確
認
が
必
要
で
す
!

な
り
す
ま
し
等
、

リ
ス
ク
の
高
い

取
引
時
の
確
認
に

注
意
が
必
要
で
す！

確
認
が
必
要
な
事
業
者
と
確
認
が
必
要
な
取
引

虚
偽
申
告
の
禁
止
に
つ
い
て

事
業
者
の
免
責
に
つ
い
て

記
録
の
作
成
・
保
存
に
つ
い
て

顧
客
お
よ
び
法
人
取
引
、代
理
人
取
引
な
ど
で
実
際
に
取
引
の
任
に
当
た
っ
て
い

る
担
当
者
は
、事
業
者
が
取
引
に
あ
た
り
確
認
を
行
う
際
に
、本
人
特
定
事
項
を

偽
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

本
人
特
定
事
項
を
隠
ぺ
い
す
る
目
的
で
本
人
特
定
事
項
を
偽
っ
た
場
合
に
は
、罰

則
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

事
業
者
は
、顧
客
お
よ
び
法
人
取
引
、代
理
人
取
引
な
ど
で
実
際
に
取
引
の
任
に
当

た
っ
て
い
る
担
当
者
が
確
認
に
応
じ
な
い
と
き
は
、確
認
に
応
じ
る
ま
で
の
間
、取

引
に
係
る
義
務
の
履
行
を
拒
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

事
業
者
が
取
引
に
あ
た
り
確
認
を
行
っ
た
場
合
に
は
、確
認
記
録
を
作
成
し
、７
年

間
保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、取
引
に
関
す
る
記
録
に
つ
い
て
も
作
成
し
、

７
年
間
保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、警
察
庁

犯
罪
収
益
移
転
防
止
管
理
官（
JA
FI
C）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ht
tp
://
w
w
w
.n
pa
.g
o.
jp
/s
os
ik
ih
an
za
i/j
afi
c/
in
de
x.
ht
m

こ
の
パ
ン
フ
レ
ット
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は

ＴＥ
Ｌ
．
０３
－３
５８
１－
０１
４１

警
察
庁
 刑
事
局
 組
織
犯
罪
対
策
部
 犯
罪
収
益
移
転
防
止
管
理
官

〒１
００
－８
９７
４
 東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
１
番
２
号

●
●
●
各
事
業
者
の
方
の
お
問
い
合
わ
せ
先
●
●
●

金
融
機
関
等

金
融
庁
 総
務
企
画
局
 企
画
課
 調
査
室

ＴＥ
Ｌ
．０
３
-３
５０
６
-６
００
０（
代
表
）

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
リ
ー
ス
事
業
者

経
済
産
業
省
 商
務
情
報
政
策
局

商
取
引
・
消
費
経
済
政
策
課
 消
費
経
済
企
画
室

ＴＥ
Ｌ
．０
３
-３
５０
１
-１
５１
１（
代
表
）（
内
線
：４
２８
１
）

ク
レ
ジ
ット
カ
ー
ド
事
業
者

経
済
産
業
省
 商
務
情
報
政
策
局
 商
取
引
監
督
課

ＴＥ
Ｌ
．０
３
-３
５０
１
-１
５１
１（
代
表
）（
内
線
：４
１９
１
）

宅
地
建
物
取
引
業
者

宅
地
建
物
取
引
業
の
免
許
を
受
け
て
い
る

国
土
交
通
省
の
各
地
方
整
備
局
も
し
く
は

北
海
道
開
発
局
、
ま
た
は
都
道
府
県
の
担
当
部
局

宝
石
・

貴
金
属
等

取
扱
事
業
者

宝
石
商

経
済
産
業
省
 商
務
情
報
政
策
局

生
活
文
化
創
造
産
業
課
 日
用
品
室

ＴＥ
Ｌ
．０
３
-３
５０
１
-１
５１
１（
代
表
）（
内
線
：３
８９
１
）

貴
金
属
商

経
済
産
業
省
 資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁

資
源
・
燃
料
部
 鉱
物
資
源
課

ＴＥ
Ｌ
．０
３
-３
５０
１
-１
５１
１（
代
表
）（
内
線
：４
７０
１
）

古
物
商
・
質
屋

都
道
府
県
警
察
本
部
の
古
物
営
業
・
質
屋
営
業
担
当
課

郵
便
物
受
取
サ
ー
ビ
ス
業
者

経
済
産
業
省
 商
務
情
報
政
策
局
 商
取
引
監
督
課

ＴＥ
Ｌ
．０
３
-３
５０
１
-１
５１
１（
代
表
）（
内
線
：４
１９
１
）

電
話
受
付
代
行
業
者

総
務
省
 総
合
通
信
基
盤
局
 電
気
通
信
事
業
部

消
費
者
行
政
課

ＴＥ
Ｌ
．０
３
-５
２５
３
-５
１１
１（
代
表
）（
内
線
：５
４８
７
）

電
話
転
送
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

確
認
が
必
要
な
事
業
者

確
認
が
必
要
な
取
引

金
融
機
関
等

・ 
預
貯
金
口
座
等
の
開
設

・ 
20
0万
円
を
超
え
る
大
口
現
金
取
引

・ 
10
万
円
を
超
え
る
現
金
送
金
　
な
ど

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
リ
ー
ス
事
業
者

※
リ
ー
ス
会
社
が
す
で
に
保
有
し
て

い
る
物
品
を
顧
客
に
賃
貸
す
る
も

の
は
、法
律
の
対
象
外
で
す
。

1回
に
支
払
う
リ
ー
ス
料
が

10
万
円
を
超
え
る

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
リ
ー
ス
契
約
の
締
結

ク
レ
ジ
ット
カ
ー
ド
事
業
者

ク
レ
ジ
ット
カ
ー
ド
契
約
の
締
結

宅
地
建
物
取
引
業
者

宅
地
建
物
の
売
買
契
約
の
締
結

ま
た
は
そ
の
代
理
も
し
く
は
媒
介

宝
石・
貴
金
属
等

取
扱
事
業
者

代
金
の
支
払
い
が
現
金
で

20
0万
円
を
超
え
る
宝
石・
貴
金
属
等
の

売
買
契
約
の
締
結

郵
便
物
受
取
サ
ー
ビ
ス
業
者

（
私
設
私
書
箱
）

役
務
提
供
契
約
の
締
結

電
話
受
付
代
行
業
者

（
電
話
秘
書
）

役
務
提
供
契
約
の
締
結

※
電
話
に
よ
る
連
絡
を
受
け
る
際
に
代
行
業
者
の
商
号

　
等
を
明
示
す
る
条
項
を
含
む
契
約
の
締
結
は
除
く
。

※
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
業
務
等
の
契
約
の
締
結
は
除
く
。

電
話
転
送
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

役
務
提
供
契
約
の
締
結

司
法
書
士

行
政
書
士

公
認
会
計
士

税
理
士

以
下
の
行
為
の
代
理
ま
た
は
代
行
を

行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結

・
 宅
地
ま
た
は
建
物
の
売
買
に
関
す
る

　
行
為
ま
た
は
手
続

・
 会
社
等
の
設
立
ま
た
は
合
併
等
に

　
関
す
る
行
為
ま
た
は
手
続

・
 2
00
万
円
を
超
え
る
現
金
、預
金
、有

　
価
証
券
そ
の
他
の
財
産
の
管
理・
処
分

※
租
税
、罰
金
、過
料
等
の
納
付
は
除
く
。

※
成
年
後
見
人
等
裁
判
所
ま
た
は
主
務
官
庁
に
よ
り
選

任
さ
れ
る
者
が
職
務
と
し
て
行
う
他
人
の
財
産
の
管

理・
処
分
は
除
く
。

※
任
意
後
見
契
約
の
締
結
を
除
く
。

弁
護
士

※
司
法
書
士
等
の
他
の
士
業
者
の
例
に
準
じ
て
、日
本
弁

護
士
連
合
会
の
会
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
。

新
規
事
業
者

（40）



確
認
事
項

通
常
の
取
引

ハ
イ
リ
ス
ク
取
引

①
本
人
特
定
事
項

（
氏
名
・
住
所
・
生
年
月

日（
個
人
）／
名
称
・
所

在
地（
法
人
））

以
下
の
本
人
確
認
書
類

通
常
の
取
引
に
際
し
て

確
認
し
た
書
類

＋
上
記
以
外
の

本
人
確
認
書
類

個 人

・ 
運
転
免
許
証
、

 運
転
経
歴
証
明
書

・ 
健
康
保
険
証

・ 
国
民
年
金
手
帳

・ 
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

 
(氏
名
、住
居
、生
年
月
日
の

 
記
載
の
あ
る
も
の
)

・ 
旅
券（
パ
ス
ポ
ー
ト
）

・ 
在
留
カ
ー
ド
、

 特
別
永
住
者
証
明
書
 な
ど

法 人

・ 
登
記
事
項
証
明
書

・ 
印
鑑
登
録
証
明
書

 
(名
称
、本
店
ま
た
は
主
た
る

 
事
務
所
の
所
在
地
の
記
載
の

 
あ
る
も
の
) な
ど

②
取
引
を
行
う
目
的

申
告

通
常
の
取
引
と
同
じ

③
職
業（
個
人
の
場
合
）

申
告

通
常
の
取
引
と
同
じ

事業
内容
（法

人の
場合

）
定
款
、登
記
事
項
証
明
書
 な
ど

④
実
質
的
支
配
者

（
25
％
を
超
え
る
議
決
権

を
有
す
る
者
 等
）

該
当
の
有
無

申
告

株
主
名
簿
、

有
価
証
券
報
告
書
 な
ど

本
人
特
定
事
項

申
告

本
人
確
認
書
類

⑤

資
産
及
び

収
入
の
状
況

（
ハ
イ
リ
ス
ク
取
引
で
、

20
0万
円
を
超
え
る
財

産
の
移
転
を
伴
う
場
合

に
限
る
）

─

【
個
人
の
場
合
】

源
泉
徴
収
票
、確
定
申

告
書
、預
貯
金
通
帳
な
ど

【
法
人
の
場
合
】

貸
借
対
照
表
、損
益
計

算
書
な
ど

マ
ロ
ンンン
ダダ
ンンン
ググ
テ
ロ
資
金
供
与
防
止
の
た
め

の
確
認
事
項
等
が

すすす
。

マ
ネ
ー・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
、テ
ロ
資
金
供
与
防
止
の
た
め
、
取
引
時
の
確
認
事
項
等
が
追
加
さ
れ
ま
す
。

マ
ネ
ー・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
、テ
ロ
資
金
供
与
防
止
の
た
め
、
取
引
時
の
確
認
事
項
等
が
追
加
さ
れ
ま
す
。

※
赤
字
の
箇
所
が
今
回
の
改
正
事
項
で
す
。

取
引
時
の
確
認
事
項
と
そ
の
書
類

確
認
方
法

取
引
時
に
は
、運
転
免
許
証
な
ど
の
公
的
証
明
書
の
確
認
等
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

確
認
に
利
用
で
き
る
書
類
の
主
な
例
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

な
お
、通
常
の
取
引
と
ハ
イ
リ
ス
ク
取
引
と
で
確
認
方
法
が
異
な
る
事
項
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

取 引 時 確 認 完 了

ハ
イ
リ
ス
ク
取
引
と
は
？

な
り
す
ま
し
が
疑
わ
れ
る
取
引
等
、マ
ネ
ー・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
の

リ
ス
ク
が
高
い
一
定
の
取
引
と
し
て
、以
下
に
該
当
す
る
取
引
を
言
い
ま
す
。

●
 過
去
の
契
約
の
際
に
確
認
し
た
顧
客
等
又
は

 
代
表
者
等
に
な
り
す
ま
し
て
い
る
疑
い
が
あ
る
取
引
。

●
 過
去
の
契
約
時
の
確
認
の
際
に
確
認
事
項
を
偽
っ
て
い
た
疑
い

 
が
あ
る
顧
客
等
と
の
取
引
。

●
 イ
ラ
ン・
北
朝
鮮
に
居
住
、所
在
す
る
者
と
の
取
引
。

ハ
イ
リ
ス
ク
取
引
時
の
確
認

留
意
事
項
　
確
認
を
行
う
に
あ
た
り
、顧
客
ま
た
は
取
引
担
当
者
の
住
居
が
本
人
確
認
書

類
と
異
な
る
場
合
に
は
、他
の
本
人
確
認
書
類
、納
税
証
明
書
、社
会
保
険
料
領
収
書
、公
共

料
金
領
収
書
等（
領
収
日
付
の
押
収
ま
た
は
発
行
年
月
日
の
記
載
の
あ
る
も
の
で
、提
示
ま

た
は
送
付
を
受
け
る
日
の
前
６ヶ
月
以
内
の
も
の
に
限
り
ま
す
。）
の
提
示
ま
た
は
送
付
を
受

け
、現
在
の
住
居
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

◎
有
効
期
限
の
あ
る
書
類
の
場
合
は
、事
業
者
が
提
示
ま
た
は
送
付
を
受
け
る
日
に
お
い
て
有
効
で
あ
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、有
効
期
限
の
な
い
書
類
の
場
合
は
、事
業
者
が
提
示
ま
た
は
送
付
を
受
け
る
日
の

前
６ヶ
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
り
ま
す
。

日
本
国
内
に
住
居
を
有
し
な
い
短
期
滞
在
者

◎
対
面
取
引
の
み
…

住
居
の
確
認
が
で
き
な
い
限
り
、確
認
が
必
要
な
取
引
は
原
則
と
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、

外
貨
両
替
、宝
石・
貴
金
属
等
の
売
買
等
に
つ
い
て
は
、氏
名・
生
年
月
日
に
加
え
、国
籍・
番
号
の
記
載
の
あ
る
旅
券
、乗
員
手
帳
の
提
示
を
受
け
る
こ
と
で
取
引
が
可
能
で
す
。

※
上
陸
許
可
の
証
印
等
に
よ
り
、そ
の
在
留
期
間
が
90
日
間
を
超
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、日
本
国
内
に
住
居
を
有
し
な
い
こ
と
に
該
当
し
ま
す
。

（
観
光
客
な
ど
）で
あ
っ
て
、旅
券
等
で
本
国
に
お
け
る
住
居
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

個
人
の
場
合

取
引
時
の
確
認
事
項
の
う
ち
、左
表
の
❶
か
ら
❸（
司
法
書
士
等
士
業
者
は
❶
の
み
）に
つ
い
て
確
認
を
行
い
ま
す
。

代
理
人
取
引
の
場
合
に
は
、顧
客
の
確
認
と
合
わ
せ
て
、実
際
に
取
引
の
任
に
当
た
っ
て
い
る
担
当
者
の
本
人
特
定
事
項
の
確
認
も
必
要
で
す
。

◎
対
面
取
引
で
は
…

◎
非
対
面
取
引（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、郵
送
等
）で
は
…運
転
免
許
証
、健
康
保
険
証
等
の
提
示
、取
引
の
目
的
及
び
職
業
の
申
告

住
民
票
の
写
し
、顔
写
真
の
な
い
官
公
庁
発
行
書
類
等
の
提
示
、取
引
の
目
的
及
び
職
業
の
申
告

本
人
確
認
書
類に
記
載
の
住
所に
取
引
関
係
文
書を
書
留
郵
便
等に
より
転
送
不
要
郵
便
等と
して
送
付

本
人
確
認
書
類
ま
た
は
そ
の
写
し
の
送
付
、取
引
の
目
的
及
び
職
業
の
申
告

本
人
確
認
書
類に
記
載
の
住
所に
取
引
関
係
文
書を
書
留
郵
便
等に
より
転
送
不
要
郵
便
等と
して
送
付

・ 
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
、印
鑑
登
録
証
明
書
等
の
本
人
確
認
書
類

 
ま
た
は
そ
の
写
し
の
送
付

・ 
取
引
の
目
的
の
申
告

・ 
定
款
等
事
業
内
容
が
確
認
で
き
る
書
類
ま
た
は
そ
の
写
し
の
送
付

・ 
実
質
的
支
配
者
に
関
す
る
本
人
特
定
事
項
の
申
告

実
際
に
取
引
の
任
に
当
た
っ
て

い
る
担
当
者
の
本
人
確
認
書
類

ま
た
は
そ
の
写
し
の
送
付

法
人
と
実
際
に
取
引
の
任
に
当
た
っ
て
い
る
担

当
者
の
両
方
の
本
人
特
定
事
項
の
住
所
等
に
、

取
引
関
係
文
書
を
書
留
郵
便
等
に
よ
り
転
送
不

要
郵
便
等
と
し
て
送
付

◎
非
対
面
取
引（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、郵
送
等
）で
は
…

◎
対
面
取
引
で
は
…

・ 
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
、印
鑑
登
録
証
明
書
等
本
人
確
認
書
類
の
提
示

・ 
取
引
の
目
的
の
申
告

・ 
定
款
等
事
業
内
容
が
確
認
で
き
る
書
類
の
提
示

・ 
実
質
的
支
配
者
に
関
す
る
本
人
特
定
事
項
の
申
告

実
際
に
取
引
の
任
に
当
た
っ
て
い
る
担
当
者
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示

法
人
の
場
合

取
引
時
の
確
認
事
項
の
う
ち
、左
表
の
❶
か
ら
❹（
司
法
書
士
等
士
業
者
は
❶
の
み
）に
つ
い
て
確
認
を
行
い
ま
す
。

合
わ
せ
て
、実
際
に
取
引
の
任
に
当
た
っ
て
い
る
担
当
者
の
本
人
特
定
事
項
の
確
認
が
必
要
で
す
。

マ
ネ
ー・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
の
リ
ス
ク
の
高
い
取
引（
ハ
イ
リ
ス
ク
取
引
）を

行
う
際
に
、厳
格
な
確
認
が
必
要
で
す
。

ま
た
、当
該
取
引
が
20
0万
円
を
超
え
る
財
産
の
移
転
を
伴
う
場
合
に
は
、

資
産
及
び
収
入
の
状
況
の
確
認
も
必
要
で
す（
司
法
書
士
等
士
業
者
を
除
く
）。

（41）


